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寄
居
警
察
署
管
内
で
は
、
今
年
に
入
っ
て
車
上
ね
ら
い
が
増
加
し
て
い
ま
す
（
半
年
で
、

昨
年
1
年
間
の
被
害
件
数
の
約
2
倍
）。
被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
の
3
カ
条
を
参
考
に
、
し
っ

か
り
と
防
犯
対
策
を
し
ま
し
ょ
う
。

わ
ず
か
な
時
間
で
も
車
か
ら
離
れ
る
と
き
は
必
ず
鍵
を
か
け
ま
し
ょ
う
。

コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
の
買
い
物
中
、
ま
た
は
農
作
業
中
の
被
害

も
増
え
て
い
ま
す
。
た
と
え
、
わ
ず
か
な
時
間
で
も
面
倒
が
ら
ず
に
必
ず

鍵
を
か
け
ま
し
ょ
う
。

バ
ッ
グ
や
財
布
を
車
内
に
放
置
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

外
か
ら
見
え
る
場
所
に
現
金
や
バ
ッ
グ
な
ど
を
置
い
て
あ
る
車
が
犯
人
に

狙
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
な
ど
に
小
銭
を
置
い
て
お
く
こ

と
も
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

自
宅
の
駐
車
場
に
お
け
る
被
害
も
増
え
て
い
ま
す
。

駐
車
場
に
は
セ
ン
サ
ー
ラ
イ
ト
や
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
が
効
果
的
で
す
。

その１その2その3

問
い
合
わ
せ
／
寄
居
警
察
署
生
活
安
全
課
（
☎
581
・
0
1
1
0
）
、
ま
た
は
生
活
環
境
エ
コ
タ

ウ
ン
課
（
☎
581
・
2
1
2
1
内
線
221
）へ
。

か
け
た
？
ド
ア
キ
ー

持
っ
た
？
手
荷
物

離
れ
る
前
に
再
確
認
！

そ
の
荷
物
、

大
丈
夫
で
す
か
？

の
更
新
申
請
を
お
忘
れ
な
く

　
皆
さ
ん
の
申
請
に
基
づ
き
交
付
し
て
い
る
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
は
、
7
月
31
日（
金
）が
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。
継
続

し
て
交
付
を
希
望
す
る
方
は
、
次
の
書
類
等
を
持
参
の
う
え
、
8
月
中
に

町
民
課
国
民
健
康
保
険
担
当
窓
口
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
9
月

以
降
に
申
請
を
さ
れ
た
場
合
は
、
発
効
日
は
申
請
月
の
1
日
か
ら
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証

　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
で
は
、
世
帯
の
所

得
状
況
に
応
じ
て
、
医
療
費
の
同
月

内
の
自
己
負
担
限
度
額
が
設
け
ら　

れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
交
付
を

受
け
た
限
度
額
適
用
認
定
証
を
医
療

機
関
の
窓
口
に
提
示
す
る
と
、
一
カ

月
の
医
療
費
は
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
の
支
払
い
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険
税
に
滞

納
の
あ
る
世
帯
の
70
歳
未
満
の
方
に

は
、
認
定
証
が
交
付
さ
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
70
歳
以
上
の
方
は
、
下
部

右
側
の
表
の
低
所
得
者
Ⅱ
お
よ
び
Ⅰ

に
該
当
す
る
方
の
み
交
付
さ
れ
ま
す
。

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
医

療
機
関
の
窓
口
で
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
入
院

時
の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

持
参
す
る
も
の
／
寄
居
町
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
、
期
限
の
切
れ

た
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証

問
い
合
わ
せ
／
町
民
課
（
☎
581
・

2
1
2
1
内
線
113
～
115
）へ
。

寄
居
町
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

車
上
ね
ら
い
被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
の
３
カ
条

70歳未満の自己負担限度額（月額）

寄居警察署管内の「車上ねらい」発生状況

入院時の食事代の標準負担額（１食当たり）

70歳以上の自己負担限度額（月額）

現役並み

所得者※１

一般

低所得Ⅱ※2

低所得Ⅰ※3

総所得金額等※が901
万円を超える
総所得金額等が600万
円を超え901万円以下
総所得金額等が210万
円を超え600万円以下
総所得金額等が210万
円以下(住民税非課税
世帯を除く)
住民税非課税

252,600円＋医療費が842,000
円を超えた場合は、超えた分の1%
167,400円＋医療費が558,000
円を超えた場合は、超えた分の1%
80,100円＋医療費が267,000
円を超えた場合は、超えた分の1%

57,600円

35,400円

260円
210円

160円

100円

・住民税非課税世帯
・70歳以上で低所得者Ⅱ※2

90日までの入院

70歳以上で低所得者Ⅰ※3

平成26年（1～12月）

20件 36件

平成27年（1～6月）

90日を超えた入院※　　
（過去12カ月の入院日数）

44,400円

12,000円

8,000円

8,000円

80,100円＋
医療費が
267,000円を
超えた場合は、
超えた分の1％

44,400円

24,600円

15,000円

外来
（個人ごと）

一般（下記以外の方）

外来＋入院
（世帯ごと）

※1.同一世帯に課税所得が145万円以上の70
歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方
（自己負担割合が3割の方）です。

※2.同一世帯の世帯主および国保加入者が住
民税非課税の方です。

※3.同一世帯の世帯主および国保加入者が住
民税非課税で、その世帯の判定対象者の各
所得が必要経費・控除を差し引いたときに0
円となる方です。

※同一世帯の国保被保険者の基礎控除後の総所得の合計額をいいます。
なお、所得の申告がない場合は「総所得金額等が901万円を超える」
と見なされます。

※過去12カ月の入院日数が90日（減額認定証の交付を受けた日以降の日数）を超
えた場合は、窓口へ申請してください。

！

！

限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証




